
令和６年度 第２回 

高知市地域福祉計画推進協議会 資料 

日時：令和６年８月６日（火）10：00～12：00 

場所：総合あんしんセンター３階 大会議室 
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高知市地域福祉計画推進協議会委員名簿 

委嘱期間：令和４年４月１日～令和７年３月 31 日 

  所属 役職等 氏名 

1 
国立大学法人高知大学 

教育研究部総合科学系 地域協働教育学部門 
教授 玉里 恵美子 

2 高知市地区社会福祉協議会連合会 代表 田所 稔 

3 高知市町内会連合会 会長 長尾 達雄 

4 高知市秦地区社会福祉協議会 会長 葛目 顕 

5 高知市民生委員児童委員協議会連合会 副会長 岩田 護 

6 サードプレイスすろー 代表 髙橋 英美 

7 
社会福祉法人昭和会 

福祉牧場おおなろ園 
施設長 佐々木 和秀 

8 
社会福祉法人土佐香美福祉会 

特別養護老人ホームウエルプラザ高知 

理事 

施設長 
津野 高敏 

9 社会福祉法人福井保育協会福井保育園 園長 渡辺 秀一 

10 
社会福祉法人みその児童福祉会  

児童家庭支援センター高知みその 
センター長 武樋 保恵 

11 特定非営利活動法人ＮＰＯ高知市民会議 専務理事 田中 佐和子 

12 
特定非営利活動法人地域サポートの会 

さわやか高知 
会長 三谷 英子 

13 特定非営利活動法人土佐山アカデミー 事務局長 吉冨 慎作 

14 はるの大好き！スズメ元気会 会長 長崎 敬治 

15 潮江東地区連合防災会 会長 渡辺 智美 

16 公募委員   木村 徹 
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●高知市地域福祉計画推進協議会条例     (平成 27年４月１日条例第 46号) 

(設置)  

第１条 高知市地域福祉計画（以下「地域福祉計画」という。）の策定及び推進等に当た

り，広範な市民の意見を反映するため，高知市地域福祉計画推進協議会（以下「協議会」

という。）を置く。  

(所掌事項) 

第２条 協議会は，次に掲げる事項について協議する。  

(1) 地域福祉計画の策定に関すること。  

(2) 地域福祉計画に基づく諸施策の進捗状況に関すること。 

(3) 地域福祉計画の推進の方策に関すること。 

(4) 地域福祉計画の見直しに関すること。  

(5) その他地域福祉計画の推進に関すること。 

(組織) 

第３条 協議会は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員 20人以内で組織する。  

(1) 学識経験者  

(2) 関係団体の役職員  

(3) 市民  

(4) その他市長が特に必要と認める者  

２ 前項第３号の委員は，公募によるものとし，その選考に当たっては，高知市地域福祉計

画推進協議会公募委員選考委員会（以下「選考委員会」という。）において審査する。  

３ 委員の公募の実施並びに選考委員会の組織及び運営について必要な事項は，市長が別に

定める。  

(委員の任期) 

第４条 委員の任期は，３年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とす

る。  

２ 委員は，再任されることができる。  

(会長及び副会長) 

第５条 協議会に会長及び副会長 1人を置き，委員の互選によりこれを定める。  

２ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。  

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務

を行う。  

(会議) 

第６条 協議会の会議は，会長が必要に応じて招集し，会長が議長となる。  

(資料提供その他の協力等) 

第７条 協議会は，その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは，関係部局その

他の者に対し，資料の提出，意見の表明，説明その他必要な協力を求めることができる。 

(守秘義務)  

第８条 委員は，その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。  
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(専門部会) 

第９条 協議会の所掌事項について専門的に協議する必要があるときは，協議会に専門部会

を置くことができる。  

２ 専門部会の組織及び運営について必要な事項は，市長が別に定める。  

(庶務) 

第 10条 協議会の庶務は，健康福祉部において処理する。  

(その他) 

第 11条 この条例に定めるもののほか，協議会の運営について必要な事項は，会長が協議

会に諮って定める。  

附 則  

(施行期日) 

１ この条例は，公布の日から施行する。  

(経過措置) 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において置かれていた高知市地

域福祉計画推進協議会（高知市地域福祉計画推進協議会設置要綱（平成 24年３月 13日制

定）の規定に基づき組織されたものをいう。以下「旧協議会」という。）は，協議会とな

り，同一性をもって存続するものとする。  

３ この条例の施行の際現に旧協議会の委員として市長から委嘱されている者及び旧協議会

の会長又は副会長に選任されている者は，施行日において協議会の委員に委嘱され，又は

会長若しくは副会長に選任されたものとみなす。ただし，その任期は，第４条第１項の規

定にかかわらず，旧協議会の委員並びに会長及び副会長としての残任期間に相当する期間

とする。 
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＜施策の体系図＞ 

 

 

 

【基本理念】　　だれもが安心して，いきいきと自分らしく暮らせる支え合いのあるまち

【スローガン】　地「参」地「笑」　福祉でまちづくり　～地域の宝（社会資源）を活かした「つながりのあるまちづくり」～

基本目標１ 1-1

1-2

基本目標２ 2-1

2-2

基本目標３ 3-1

3-2

基本目標４ 4-1

4-2

基本目標５ 5-1

5-2

基本目標６ 6-1

6-2

基本目標７ 7-1

7-2

地域共生社会の実現に向けた地域での課題解決力の強化

住民主体の地域福祉活動の推進

地域の多様な主体がつながる（連携・協働）仕組みづくり

「おたがいさま」「ほおっちょけん」の住民意識づくり

地域や福祉に関心をもつ機会づくりの推進

保育や学校教育や生涯学習と連携した啓発の仕組みづくり

地域活動など社会とつながる多様な交流の促進

地域活動につながる多様な交流の機会づくり

多様な社会活動の仕組みづくり

地域や福祉の担い手づくり
多様な担い手の発掘と育成の仕組みづくり

既存の活動をつないでいく支援

地域共生社会の実現のための体制基盤強化

市社協の役割の明確化及び機能強化

市の役割の明確化及び機能強化

つながりのある相談支援体制の構築

地域における見守り体制の強化と相談機能の充実

相談支援機関の連携体制の構築・強化

安全・安心につながる環境づくり

暮らしやすい生活環境の整備

災害時対策の充実

【施策の方向性】【基本目標】

重点目標

重点目標

重点目標
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＜報告・協議事項＞ 
 

（１）高知市再犯防止推進計画改定に係る 

意見交換会の開催結果について 
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高知市再犯防止推進計画改定に係る
意見交換会の開催結果について

令和６年８月６日
高知市 健康福祉部 地域共生社会推進課

令和６年度 第２回 高知市地域福祉計画推進協議会 資料

-　9　-



高知市再犯防止推進計画策定経過について

〇犯罪をした者の高齢化や，背景にある様々な「生きづらさ」，地域社会に戻っても必要な支援を受け
られずに孤立し，再犯に至ってしまうこと等が課題となっている。出所時の支援は，県設置の「地域定
着支援センター」が担い，市町村は，国・県と連携して，高齢・障がい・生活困窮など各制度の中で
サービス提供を行っている。

〇出所後，再犯しないよう日常生活を送るためには，居住の確保と就労など生活の安定が重要であり，
住宅確保要配慮者対策や就労支援・参加支援など個々の生活課題に応じた支援を行っている。また，
個別支援だけでなく，社会参加や地域とのつながりを作るための見守り，居場所づくりを地域とともに
一体的に展開してきている。

※市町村における再犯防止対策とは，各制度の支援の充実と包括的支援が提供できる体制づくり
であり，また，誰一人取り残さない「地域共生社会」の実現が「犯罪や非行をなくし，立ち直りを支え
る地域づくり」と合致することから，「高知市地域福祉活動推進計画」に「再犯防止推進計画」を包含
する形での策定とする。

【考え方】
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１．第１期 再犯防止推進計画の
概要について ※詳細については9ページ以降参照
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２．これまでの取組について

（１）更生保護に携わる団体の支援と関係機関の連携強化
（２）社会を明るくする運動への支援
（３）再犯防止に関する広報・啓発活動の推進
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（１）更生保護に携わる団体の
支援と関係機関の連携強化

【令和２年度 意見交換会結果】
定期的な情報共有や困っていることなどの意見交換の場づくり

【令和４年度以降の取組】
①矯正施設や更生保護施設との連携協議（令和６年６月25日開催）

テーマ：「高知市再犯防止推進計画推進のための連携協議」
参加者：高知刑務所，更生保護施設，高知市役所関連部署

②高知市再犯防止推進計画改定に向けた意見交換会（令和６年７月９日開催）
テーマ：「支援の現状と連携に関する意見交換」
参加者：高知保護観察所，高松矯正管区，高知刑務所，高知少年鑑別所，高知地方検察庁，高知労

働局，更生保護法人高坂寮，高知弁護士会，高知県社会福祉士会，高知県精神保健福祉
士協会，高知県就労支援事業者機構，高知保護区保護司会，高知地区更生保護女性会，
高知県地域福祉政策課，高知県地域生活定着支援センター，高知市役所関連部署

【令和６年度 意見交換会結果】
①「犯罪・非行の地域相談窓口 りすたぽ（R5.12月～保護観察所）」や「再犯防止総合相談窓口（R6年度～高
知県社会福祉協議会）」等の新たな設置もあり，矯正施設や更生保護施設等も含めた個別の支援を通じた
関係機関の連携の強化が必要
②出所後，再犯しないよう日常生活を送るためには，居住の確保と就労など生活の安定が重要であり，併せ
て，地域の中での孤立しないような見守りや居場所づくりが必要
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（２）社会を明るくする運動への支援
【令和４年度以降の取組】

高知市役所庁舎でのパネル展示，１階待合スペースで動画放映実施（令和４～６
年度実施）

【令和５年度】 【令和６年度】
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（３）再犯防止に関する広報・
啓発活動の推進

【令和４年度以降の取組】
①市民向け電子掲示板（デジタルサイネージ）の活用（令和６年7月掲載）
②高知市役所庁舎でのミニ矯正展の開催（令和６年２月実施，令和６年８月実施予定）

⇒[主催] 高知刑務所・高知少年鑑別所
[共催]  高知市 ※高知保護観察所のパネル等の展示も同じ場所で実施

【市民向け電子掲示板（２階・３階エレベーター前）】
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【高知市役所庁舎でのミニ矯正展の開催】
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＜報告・協議事項＞ 

（２）次期高知市地域福祉活動推進計画 

（令和７～12年度）概要案 

⇒参考：別紙資料 
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第3期 高知市地域福祉活動推進計画の概要

令和６年８月６日
高知市 健康福祉部 地域共生社会推進課

令和６年度 第２回 高知市地域福祉計画推進協議会 資料
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第３期高知市地域福祉活動推進計画の位置付け等

●高知市社協が策定する「地域福祉活動計画」と一体的に策定
●重層的支援体制整備事業の方針となる実施計画を包含
●再犯防止推進計画を包含

【高知市】
地域福祉計画

地域福祉活動推進計画

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

介
護
保
険
事
業
計
画

障
害
者
計
画

障
害
福
祉
計
画

障
害
児
福
祉
計
画

子
ど
も
・子
育
て

支
援
事
業
計
画

総合計画

再犯
防止
計画

重層
実施
計画

【高知市社協】
地域福祉活動計画

自
殺
対
策
計
画

成
年
後
見
制
度

利
用
促
進
基
本
計
画

●福祉分野の計画の上位計画として位置付け

地域福祉活動推進計画

地域福祉計画推進協議会

高知市・高知市社協

現状・課題の把握，分析
具体的方策の検討，計画素案・原案作成

パブリック・
コメント 策定

第２期計画の総括

アンケート調査

意見交換会

社会情勢の変化

位置付け

策定体制
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第３期高知市地域福祉活動推進計画の考え方①

出典：「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会」最終とりまとめ概要

第２期計画では，「地域共生社会」の実現に向けては，地域の関係団体・事業者や住民，行政等が
「つながる」ことにより協力し，「支える側」「支えられる側」という関係を超え，みんなでみんなを
支え合うことが大切であり，地域福祉の推進が不可欠として，つながりのあるまちづくりに取り組んで
きました。

第２期の方向性を踏まえて
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第３期高知市地域福祉活動推進計画の考え方②

だれもが安心して，いきいきと自分らしく暮らせる支え合いのあるまち

めざす将来像～基本理念～

第３期は第２期の考え方・方針を受け継ぎ，さらに発展させる計画とします。
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第３期高知市地域福祉活動推進計画の方向性

だれもが安心して，いきいきと自分らしく暮らせる支え合いのあるまちめざす将来像～基本理念～

地域とのつながり

専門機関

多機関協働

課題解決のネットワーク・活動

居場所・交流

農林 住宅 交通産業 防災 まちづくり 教育

生活や社会・経済活動の基盤としての地域
“福祉でまちづくり”のネットワーク

地域福祉コーディネーター
（高知市社会福祉協議会）

支援

地域の多様な主体
民生委員
児童委員

町内会・自治会
学校

社会福祉法人
医療機関

企業・NPO法人
ボランティア
子ども食堂

…

孤立・孤独

ひきこもり

ヤングケ
アラー

８０５０

犯罪をした人

・・・

困りごとを抱えた人，
生きづらさを抱えた人

多
機
関
協
働
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

…地方創生環境

ほおっちょけん相談窓口

包括的相談支援

住民同士の支え合いや
ゆるやかな見守り

つながり続ける支援

困りごとを解決する支援

多様な活躍の場・役割

伴走型支援

住
民
の
支
え
合
い
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

不登校

気づく・つながる
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高知市地域福祉活動推進計画体系図　新旧比較表

第２期　（平成31～令和６年度） 第３期　（令和７〜令和12年度）　（案）

【基本理念】だれもが安心して，いきいきと自分らしく暮らせる支え合いのあるまち 【基本理念】だれもが安心して，いきいきと自分らしく暮らせる支え合いのあるまち

１－１　きっかけづくり住民主体の地域福祉活動の推進

１－２ 地域の多様な主体がつながる（連
携・協働）仕組みづくり

２－１
地域や福祉に関心をもつ機会づくり
の推進

２－２
保育や学校教育や生涯学習と連携
した啓発の仕組みづくり

３－１
地域活動につながる多様な交流の
機会づくり

３－２ 多様な社会活動の仕組みづくり

４－１ 多様な担い手の発掘と育成の仕組
みづくり

４－２ 既存の活動をつないでいく支援

５－１ 地域における見守り体制の強化と相
談機能の充実

５－２
相談支援機関の連携体制の構築・
強化

６－１ 暮らしやすい生活環境の整備

６－２ 災害時対策の充実

７－１
市社協の役割の明確化及び機能強
化

【５－２】
災害対策の充実

７－２ 市の役割の明確化及び機能強化
【５－３】
地域共生社会の実現のための基盤強化

【３－２】
だれもが活躍・参加できるための支援

【基本目標４】
包括的な相談支援体制の充実

【４－１】
相談支援機関の連携強化

【４－２】
地域における見守り・支え合いの充実

【５－１】
暮らしやすい生活環境の整備

【基本目標５】

安全・安心につながる環境づくり
7

地域共生社会の実現のための体制基盤強化

5

つながりのある相談支援体制の構築

6

安全・安心につながる環境づくり

3

地域活動など社会とつながる多様な交流の促
進

4

地域や福祉の担い手づくり

【基本目標１】

地域の多様な担い手の発掘と育成

【１－１】
多様な主体の意識醸成

1

地域共生社会の実現に向けた地域での課題
解決力の強化

2

「おたがいさま」「ほおっちょけん」の
住民意識づくり

【１－２】
多様な主体の活動支援

【基本目標２】
地域での課題解決力の強化

【２－１】
多様な主体がつながり課題解決に向けて話
し合う場づくり

【２－２】
課題解決に向けた住民主体の地域活動の支
援

【基本目標３】
だれもが活躍できる地域づくり

【３－１】
多世代・多分野の交流の場づくり

基本目標
基本目標 施策の方向性

方策

第２期 重点目標

第２期 重点目標

第２期 重点目標

第３期 重点目標

第３期 重点目標

第３期 重点目標

第３期 重点目標

第３期 重点目標

第３期 重点目標
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＜報告・協議事項＞ 

（３）次期高知市地域福祉活動推進計画 

（令和７～12年度）構成案 

-　31　-



-　32　-



第３期計画目次（案） 

はじめに 

○地域共生社会の実現に向けて（考え方）

第１章 計画の策定に当たって 

○計画の位置付け

（１）法令根拠（地域福祉計画／地域福祉活動計画／重層的支援体制整備事業実施計画／再犯

防止推進計画） 

（２）総合計画や他計画との関連 

○計画期間

○計画策定体制

○第２期計画及び中間見直し追加版の総括

○計画策定の背景／社会情勢の変化

（１）国の動向（法改正等） 

（2）高知市の状況（人口動態等） 

（３）市民等アンケート結果・意見交換会結果 

第２章 計画の基本的事項 

○計画の基本理念

○基本目標・体系図，指標・目標

○圏域の考え方

○計画の推進体制（進行管理と評価）

第３章 目標達成に向けた施策の展開 

○目標達成に向けた施策の展開

基本目標１ 

基本目標２ ・・・ 

第４章 重層的支援体制整備事業実施計画 

第５章 再犯防止推進計画 

資料編 

・地域福祉計画推進協議会委員名簿 

・地域福祉計画推進協議会条例 

・計画策定経過（アンケート結果等） 

・用語説明 
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